
①【株式の総数】 

  
②【発行済株式】 

（注） 東京証券取引所及び大阪証券取引所の市場第一部に上場しております。 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  1,200,000,000

計  1,200,000,000

種類 
第３四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成22年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月10日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容

普通株式  531,664,337 同左 
東京証券取引所
大阪証券取引所 

単元株式数は500株であ
ります。 

計  531,664,337 同左 ― ― 
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① 新株予約権 

 当社は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定ならびに平成17年６月24日開催の当社第101回定時株主総会

決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新

株予約権を平成17年８月23日に無償で発行しております。 

（注）１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は500株としております。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点

で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の

結果生ずる１株未満の端数は、これを切り捨てております。 
  

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株

式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとし

ております。 
  

２ 本新株予約権の行使の目的となる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は１円として

おります。 

新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げております。 
  

調整後行使価額＝調整前行使価額×１／分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行

使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるもの

としております。  

(2)【新株予約権等の状況】

 
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  183 （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式   

新株予約権の目的となる株式の数（株）  91,500 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１個当たり  

（１株当たり１) 
500

（注）２ 

新株予約権の行使期間 
      平成17年８月23日 

        ～平成37年６月30日   

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 １

資本組入額 １

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちその

いずれの地位も有さなくなった日の翌日から１年経過

した日（以下、「権利行使開始日」という。）から５

年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使する

ことができるものとしております。 

② 前記①にかかわらず、平成36年６月30日に至るまで新

株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合に

は、平成36年７月１日より新株予約権を行使できるも

のとしております。 

③ 新株予約権の全個数又は一部個数を行使することがで

きるものとしております。但し、各新株予約権１個当

たりの一部行使は認められておりません。 

④ 新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取

締役会の決議による委任を受けた執行役が決定するこ

ととなっております。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する

ものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の

当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いており

ます。 

代用払込みに関する事項 ―   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―   
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 当社は会社法第238条及び第240条の規定ならびに平成18年６月23日開催の当社取締役会決議による委任に基づ

く平成18年８月16日の当社代表執行役社長の決定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役に対

し、株式報酬型ストックオプションとして募集新株予約権を平成18年９月１日に発行しております。 

（注）１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は500株としております。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点

で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の

結果生ずる１株未満の端数は、これを切り捨てております。 
  

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株

式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとし

ております。 
  

２ 本新株予約権の行使の目的となる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は１円として

おります。 

新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げております。 

  

調整後行使価額＝調整前行使価額×１／分割又は併合の比率 

  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行

使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるもの

としております。 

 
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  161 （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式   

新株予約権の目的となる株式の数（株）  80,500 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１個当たり  

（１株当たり１) 
500

（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月２日 

～平成38年６月30日 
  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 1,454

資本組入額 727

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちその

いずれの地位も有さなくなった日の翌日から１年経過

した日（以下、「権利行使開始日」という。）から５

年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使する

ことができるものとしております。 

② 前記①にかかわらず、平成37年６月30日に至るまで新

株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合に

は、平成37年７月１日より新株予約権を行使できるも

のとしております。 

③ 新株予約権の全個数又は一部個数を行使することがで

きるものとしております。但し、各新株予約権１個当

たりの一部行使は認められておりません。 

④ 新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取

締役会の決議による委任を受けた執行役が決定するこ

ととなっております。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する

ものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の

当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いており

ます。 

代用払込みに関する事項 ―   

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―   
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 当社は会社法第238条及び第240条の規定ならびに平成19年６月21日開催の当社取締役会決議による委任に基づ

く平成19年８月７日の当社代表執行役社長の決定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役に対

し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を平成19年８月22日に発行しております。 

（注）１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は500株としております。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点

で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の

結果生ずる１株未満の端数は、これを切り捨てております。 
  

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株

式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとし

ております。 
  

２ 本新株予約権の行使の目的となる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は１円として

おります。 

新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げております。 
  

調整後行使価額＝調整前行使価額×１／分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行

使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるもの

としております。 
  

３ (1）新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から１年

経過した日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年を経過する日までの間に限り新株予約権を

行使することができるものとしております。 

(2）前記(1）にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a）、(b）に定める場合（但し、(b）については、

（注）４の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。 

(a）平成38年６月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

平成38年７月１日より平成39年６月30日まで 

(b）当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認

された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から15日間 

(3）新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権１

個当たりの一部行使は認められておりません。 

(4）新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定す

ることとなっております。 

 
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  190 （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式   

新株予約権の目的となる株式の数（株）  95,000 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１個当たり  

（１株当たり１）
500

（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成19年８月23日 

～平成39年６月30日 
  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 1,635

資本組入額 818

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する

ものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の

当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いており

ます。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）５ 
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４ 組織再編成行為時の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合には、当該組織再編行為の効力発生

の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、そ

れぞれの組織再編行為の場合につき会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再

編対象会社」という。）の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしております。この

場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしております。なお、

本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編

行為にかかる吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めた場合に限るものとしております。 

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。 

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式としております。 

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3）に従って

決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としておりま

す。なお、再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができ

る再編対象会社の株式１株当たり１円としております。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。 

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

以下に準じて決定しております。 

(a）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとしております。 

(b）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a）記載の資

本金等増加限度額から上記(a）に定める増加する資本金の額を減じた額としております。 

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとし

ております。 

(8）新株予約権の取得条項 

（注）５の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。 

  

５ 新株予約権の取得条項 

当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割

契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式

交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役

会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
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 当社は会社法第238条及び第240条の規定ならびに平成20年６月19日開催の当社取締役会決議による委任に基づ

く平成20年７月22日の当社代表執行役社長の決定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役に対

し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を平成20年８月18日に発行しております。 

（注）１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は500株としております。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点

で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の

結果生ずる１株未満の端数は、これを切り捨てております。 
  

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株

式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとし

ております。 
  

２ 本新株予約権の行使の目的となる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は１円として

おります。 

新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げております。 
  

調整後行使価額＝調整前行使価額×１／分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行

使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるもの

としております。 
  

３ (1）新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から１年

経過した日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年を経過する日までの間に限り新株予約権を

行使することができるものとしております。 

(2）前記(1）にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a）、(b）に定める場合（但し、(b）については、

（注）４の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。 

(a）平成39年６月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

平成39年７月１日より平成40年６月30日まで 

(b）当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認

された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から15日間 

(3）新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権１

個当たりの一部行使は認められておりません。 

(4）新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定す

ることとなっております。 

 
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  216 （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式   

新株予約権の目的となる株式の数（株）  108,000 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１個当たり  

（１株当たり１) 
500

（注）２ 

新株予約権の行使期間 
        平成20年８月19日 

       ～平成40年６月30日 
  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 1,419
資本組入額 710

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する

ものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の

当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いており

ます。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）５ 
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４ 組織再編成行為時の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合には、当該組織再編成行為の効力

発生の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対

し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしてお

ります。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしてお

ります。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨

を、当該組織再編成行為にかかる吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。 

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。 

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式としております。 

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3）に従っ

て決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としてお

ります。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる再編成対象会社の株式１株当たり１円としております。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。 

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

    以下に準じて決定しております。 

(a）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとしております。 

(b）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a）記載の資

本金等増加限度額から上記(a）に定める増加する資本金の額を減じた額としております。 

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

しております。 

(8）新株予約権の取得条項 

（注）５の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。 

  

５ 新株予約権の取得条項 

当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割

契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式

交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役

会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとしております。
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 当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、平成21年８月４日の当社代表執行役社長の決定によ

り、当社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約

権を平成21年８月19日に発行しております。 

（注）１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は500株としております。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点

で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の

結果生ずる１株未満の端数は、これを切り捨てております。 
  

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株

式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとし

ております。 
  

２ 本新株予約権の行使の目的となる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は１円として

おります。 

新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げております。 
  

調整後行使価額＝調整前行使価額×１／分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行

使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるもの

としております。 
  

３ (1）新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から１年

経過した日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年を経過する日までの間に限り新株予約権を

行使することができるものとしております。 

(2）前記(1）にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a）、(b）に定める場合（但し、(b）については、

（注）４の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。 

(a）平成40年６月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

平成40年７月１日より平成41年６月30日まで 

(b）当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認

された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から15日間 

(3）新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権１

個当たりの一部行使は認められておりません。 

(4）新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定す

ることとなっております。 

 
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  379 （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式   

新株予約権の目的となる株式の数（株）  189,500 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１個当たり  

（１株当たり１) 
500

（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成21年８月20日 

～平成41年６月30日 
  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 776

資本組入額 388

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する

ものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の

当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いており

ます。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）５ 
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４ 組織再編成行為時の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合には、当該組織再編成行為の効力

発生の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対

し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしてお

ります。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしてお

ります。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨

を、当該組織再編成行為にかかる吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。 

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。 

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式としております。 

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3）に従っ

て決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としてお

ります。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる再編成対象会社の株式１株当たり１円としております。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。 

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

    以下に準じて決定しております。 

(a）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとしております。 

(b）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a）記載の資

本金等増加限度額から上記(a）に定める増加する資本金の額を減じた額としております。 

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

しております。 

(8）新株予約権の取得条項 

（注）５の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。 

  

５ 新株予約権の取得条項 

当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割

契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式

交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合で、当社が

必要と認めたときは、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することが

できるものとしております。  
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 当社は会社法第238条及び第240条の規定に基づき、平成22年８月11日の当社代表執行役社長の決定によ

り、当社の取締役（社外取締役を除く）及び執行役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約

権を平成22年８月27日に発行しております。 

（注）１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は500株としております。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点

で行使されていないものについて、次の算式により、その目的となる株式の数を調整するものとし、調整の

結果生ずる１株未満の端数は、これを切り捨てております。 
  

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて株

式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うことができるものとし

ております。 
  

２ 本新株予約権の行使の目的となる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は１円として

おります。 

新株予約権発行日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行

い、調整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げております。 
  

調整後行使価額＝調整前行使価額×１／分割又は併合の比率 
  

当社が、他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行

使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲において行使価額の調整を行うことができるもの

としております。 
  

３ (1）新株予約権者は、当社の取締役又は執行役のうちそのいずれの地位も有さなくなった日の翌日から１年

経過した日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年を経過する日までの間に限り新株予約権を

行使することができるものとしております。 

(2）前記(1）にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a）、(b）に定める場合（但し、(b）については、

（注）４の組織再編成行為時の取扱いに従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される

場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとしております。 

(a）平成41年６月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

平成41年７月１日より平成42年６月30日まで 

(b）当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認

された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会の決議がなされた場合） 

当該承認日の翌日から15日間 

(3）新株予約権の全個数又は一部個数を行使することができるものとしております。但し、各新株予約権１

個当たりの一部行使は認められておりません。 

(4）新株予約権の行使のその他の条件は、取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定す

ることとなっております。 

 
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  376 （注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式   

新株予約権の目的となる株式の数（株）  188,000 （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１個当たり  

（１株当たり１) 
500

（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成22年８月28日 

～平成42年６月30日 
  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 664
資本組入額 332

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する

ものとしております。但し、新株予約権者が死亡した際の

当該新株予約権の相続人又は受遺者への移転を除いており

ます。 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）５ 
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４ 組織再編成行為時の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合には、当該組織再編成行為の効力

発生の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対

し、それぞれの組織再編成行為の場合につき会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとしてお

ります。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとしてお

ります。なお、本取扱いが適用されるのは、以下の条件に従って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨

を、当該組織再編成行為にかかる吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。 

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。 

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式としております。 

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定することとしております。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3）に従っ

て決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としてお

ります。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる再編成対象会社の株式１株当たり１円としております。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。 

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

    以下に準じて決定しております。 

(a）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとしております。 

(b）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a）記載の資

本金等増加限度額から上記(a）に定める増加する資本金の額を減じた額としております。 

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

しております。 

(8）新株予約権の取得条項 

（注）５の新株予約権の取得条項に準じて決定することとしております。 

  

５ 新株予約権の取得条項 

当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割

契約書もしくは分割計画書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式

交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合で、当社が

必要と認めたときは、取締役会又は執行役が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することが

できるものとしております。 
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② 新株予約権付社債 

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

（注）１ 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を
発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場
合を除き、下記の算式により調整しております。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発
行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数を指しております。 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）の発行が行われる場合その他

本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合にも適宜調整しております。 
  

２ (1）当社が組織再編等を行う場合、(i）その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮し
た結果）法律上実行可能であり、（ii）その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能
であり、さらに（必要な場合において）受託会社が既に合意しているか又は合意できる場合であり、か
つ（iii）その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出（租税負担を含む。）を当社
又は承継会社等（以下に定義する。）に生じさせることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社
等をして、本社債の債務者とするための本新株予約権付社債の要項及び信託証書に定める措置及び本新
株予約権に代わる新たな新株予約権の交付をさせる最善の努力をしなければならないこととされており
ます。「承継会社等」とは、組織再編等（株式交換又は株式移転を除く。）における相手方であって本
新株予約権付社債及び／又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社並びに株式交換又は株式
移転の場合における当社の親会社となる会社を総称していうものとしております。 

(2）上記(1）の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとしております。 

(a）新株予約権の数 

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債権者が保有する本新株予約

権の数と同一の数としております。 

(b）新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式としております。 

(c）新株予約権の目的である株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条

件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従います。なお、転換

価額は上記１と同様な調整に服することとなっております。 

イ 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行

使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の

普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに

受領できるように、転換価額を定めております。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以

外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式

の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにしており

ます。 

2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

 
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  8,000   

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式   

新株予約権の目的となる株式の数（株）  16,785,564   

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり  2,383 （注）１ 

新株予約権の行使期間 
平成18年12月21日 

～平成28年11月22日 
  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 2,383
資本組入額 1,192

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできません。 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当ありません。 

代用払込みに関する事項 

新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、そ
の新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株
予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があ
ったものとしております。また、新株予約権が行使された
ときには、当該請求があったものとみなしております。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２ 

新株予約権付社債の残高（百万円）  40,000   

  
既発行株式数＋

発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額  

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価  

既発行株式数＋発行又は処分株式数  
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ロ 合併、株式交換及び株式移転を除く組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に

本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該

組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転

換価額を定めております。 

(d）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された社債を出資するものとし、当該社債の価額

は、本社債の額面金額と同額としております。 

(e）新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編等の効力発生日又は当該効力発生日よりも後に上記(1）若しくは下記(3）に定める一定

の措置の効力が生じる場合には、当該措置の効力発生日から、本新株予約権の行使期間の満了日まで

としております。 

(f）その他の新株予約権の行使の条件 

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないこととなっております。 

(g）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

    承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の

結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額といたします。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額といたします。 

(h）組織再編等が生じた場合 

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様な取り扱いを行いま

す。 

(i）その他 

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いませ

ん。承継会社等の新株予約権は社債と分離して譲渡できないこととしております。 

(3）当社は、上記(1）に定める事項が、(i）（法律の公的若しくは司法上の解釈又は適用を考慮した結果）

法律上可能でないか、（ii）その実行のための仕組みが構築されておらず、若しくは構築可能でない

か、又は、（必要な場合において）受託会社がこれについて合意していないか、又は（iii）その全体

において当社が不合理であると判断する費用若しくは支出（租税負担を含む。）を当社若しくは承継会

社等に生じさせることなく実行できないことを受託会社に証明した場合で、（法律の公的又は司法上の

解釈又は適用を考慮した結果）法律上及び実務上それが可能である場合には、本新株予約権付社債権者

に対し、その保有していた本新株予約権付社債と同等の経済的利益を提供することを企図したスキーム

の申し出を行い、及び／又は承継会社等をしてかかる申し出を行わせるものとしております。なお、当

社が不合理であると判断する費用又は支出（租税負担を含む。）を当社又は承継会社等に生じさせず、

（法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結果）法律上及び実務上可能である場合には、当社

は、かかる経済的利益の一部として、上記(2）に定める新株予約権を承継会社等に交付させる最善の努

力をしなければならないとしております。  
  

該当事項はありません。  
  

該当事項はありません。  
  

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4)【ライツプランの内容】

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成22年10月１日～ 

平成22年12月31日  
 ―  531,664,337  ―  37,519  ―  135,592
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当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 
  

（注） 以下の会社から大量保有報告書により当社の株式を相当数保有している旨の報告を受けておりますが、当社と

して当第３四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができません。 

なお、大量保有報告書の報告義務発生日は株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（共同保有）：平成

22年１月５日、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッド（共同保有）：平成22年３月31日、エム

エフエス・インベストメント・マネジメント株式会社（共同保有）：平成22年８月13日となっております。 

  

 当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が把握できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成22年９月30日現在で記載しております。 

①【発行済株式】 

（注）１ 証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に15,500株（議決権31個）、

「単元未満株式」欄の普通株式に436株含まれております。 

２ 当社所有の自己保有株式が、「単元未満株式」欄の普通株式に227株含まれております。 
  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 
  

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。  

(6)【大株主の状況】

大量保有報告書提出会社 住所
保有株券等の数 

（千株） 
株券等の保有
割合（％） 

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループ（共同保有） 
東京都千代田区丸の内２－７－１  51,007  9.58

テンプルトン・アセット・マネジメン

ト・リミテッド（共同保有） 

シンガポール共和国038987、サンテッ

ク・タワー・ワン＃38-03、テマセク・

ブルヴァール７ 
 44,797  8.43

エムエフエス・インベストメント・マネ

ジメント株式会社（共同保有） 
東京都千代田区霞が関１－４－２  33,873  6.37

(7)【議決権の状況】

  平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式）

普通株式   1,424,500
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式  528,292,500  1,056,585 ― 

単元未満株式 普通株式   1,947,337 ― １単元（500株）未満の株式 

発行済株式総数   531,664,337 ― ― 

総株主の議決権 ―  1,056,585 ― 

  平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株） 

他人名義
所有株式数
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合（％）

（自己保有株式） 
コニカミノルタ 

ホールディングス㈱ 

東京都千代田区丸の内 

１－６－１ 
 1,424,500 ―  1,424,500  0.27

計 ―  1,424,500 ―  1,424,500  0.27

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
４月 

 
５月 

  
６月 ７月 ８月 ９月 

  
10月 

  
11月 12月 

最高（円）  1,267  1,204 1,043 957 880 883  891  924 904

最低（円）  1,071  948 852 827 719 729  770  787 830

３【役員の状況】
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